
商 標 登 録 出 願

拒絶理由通知

意見書・補正書を提出

登 録 査 定 拒絶査定

費用：7万3千円〜（商品の区分数によります)
商標調査は別途費用がかかります

先行商標との相違などを意見書で説明します。
補正書を提出する場合もあります
費用：3〜6万円

成功報酬および登録料（10年分）：約８万円〜（区分数によります)
商標権は、10年ごとに更新登録申請をすることにより
半永久的に存続させることができます

出願から
１年程度 40日以内

〒542-0073 大阪市中央区日本橋１丁目18番12号
TEL：06-6631-0021 FAX：06-6641-0024
URL：https://www.kamada-pat.com/

金額は、あくまで目安です。
内容によって、上記の金額より増減する場合がございます。

商標登録出願の流れ

出願から
１年程度

2020年5月18日

類似する可能性のある先行商標が発見されたときや、
出願商標が、普通名称や品質表示にすぎないと判断されたとき
に、その内容が通知されます


